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指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 
平成18年２月15日

水 曜 日 
毎週月.水.金曜日発行 する条例（平成17年富山県条例第４号）第12条の規定により告示する。 

  平成18年２月15日 

 第 2553 号  

  目      次 
   告  示 
 ○指定管理者の指定                             １ 

   公営企業管理規程 
 ○富山県企業局会計規程の一部を改正する管理規程               ３ 
 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 公の施設の名称 

  富山県中央植物園 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  財団法人花と緑の銀行 富山県富山市婦中町上轡田42番地 

３ 指定の期間 
 

  平成18年４月１日から平成20年３月31日まで 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 告       示 
 ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第87号 
富山県告示第89号 

   指定管理者の指定について 
   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 
 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 
指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第12条の規定により告示する。 
する条例（平成17年富山県条例第４号）第12条の規定により告示する。 

  平成18年２月15日 
  平成18年２月15日 

                    富山県知事 石  井    一  
                    富山県知事 石  井    一  

１ 公の施設の名称 
１ 公の施設の名称 

  富山県有峰森林文化公園 
  富山県木材利用普及センター 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 
２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  社団法人富山県農林水産公社 富山県富山市舟橋北町４番19号 
  富山県木材協同組合連合会 富山県富山市舟橋北町４番19号 

３ 指定の期間 
３ 指定の期間 

  平成18年４月１日から平成21年３月31日まで 
  平成18年４月１日から平成20年３月31日まで 

 
 

  
富山県告示第88号 

富山県告示第90号 

   指定管理者の指定について 
   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 
 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 
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指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第12条の規定により告示する。 

  平成18年２月15日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 公の施設の名称 

  富山県林業技術センター林業普及センター 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  社団法人富山県農林水産公社 富山県富山市舟橋北町４番19号 

３ 指定の期間 

  平成18年４月１日から平成21年３月31日まで 

 

 

富山県告示第91号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第12条の規定により告示する。 

  平成18年２月15日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 公の施設の名称 

  富山県21世紀の森 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  大長谷むらづくり協議会 会長 村上光進  

  富山県富山市八尾町内名字村下田88番地 

３ 指定の期間 

  平成18年４月１日から平成21年３月31日まで 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

管  理  規  程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県企業局会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定め、公表する｡ 

 

  平成18年２月15日 

                  富山県公営企業管理者職務代理者 

                  富山県企業局長  棚  瀬   佳  明 

富山県公営企業管理規程第１号 

   富山県企業局会計規程の一部を改正する管理規程 

  富山県企業局会計規程（昭和41年富山県電気局管理規程第16号）の一部を次のよ 

うに改正する｡ 

 第37条に次の１項を加える。 

２ 前項第２号に規定する公共工事のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該 

 当するものについては、同号に規定する金額の範囲内で既にした前金払に追加し 

 て、当該公共工事に要する経費の10分の２を超えない金額の範囲内で前金払をす 

 ることができる。 

 ⑴ 工期の２分の１を経過していること。 

 ⑵ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきとされている当該 

  公共工事に係る作業が行われていること。 

 ⑶ 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１ 

  以上に相当するものであること。 

   附 則 

 この管理規程は、公表の日から施行する。 
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